
 
 

 

審議事項１  

 

議案 第１号 許可基準及び適用除外基準（広告旗）の策定について 

 

 

 

旭川市屋外広告物条例第３２条第１項第２号の規定により調査審議に付し

ます。 

 



許可基準及び適用除外基準（広告旗）の策定について

１ 概要

簡易広告物の一つである広告旗（「のぼり」や「旗」）の許可基準及び許可を要し

ない（適用除外）基準を新たに策定するもの。

２ 基準案、基準策定の必要性

(1) 許可基準案 表示面積５平方メートル以内のものであること。

(2) 適用除外基準案 表示面積３平方メートル未満のものであること。

(3) 基準策定の必要性 大型の広告旗が専門業者によらずに入手、設置できるように

状況が変化したことに伴い、公衆への危害防止を図る観点から、

一定の規制が必要と考えるため。

〈広告旗の許可の有無〉

３ 適用時期 令和８年１０月１日（予定）

表示面積が５平方メートルを超えるもの許可しない

表示面積が３平方メートル以上５平方メートル以内のもの

許可必要

表示面積が３平方メートル未満のもの許可不要
（適用除外）

表示面積
３㎡以上
５㎡以内
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面積

㎡ 

0.67 0.81 0.90 1.08 1.10 1.26 1.35 1.47 1.76 2.23 2.43 2.98 3.78 3.96 4.32 
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審議事項２  

 

議案 第２号 適用除外基準（管理用広告物）の変更について 

 

 

 

旭川市屋外広告物条例第３２条第１項第２号の規定により調査審議に付し

ます。 

 



適用除外基準（管理用広告物）の変更について

１ 概要

管理用広告物（管理上の必要に基づき、自己の管理する土地や物件に表示し、又は

設置するもの）のうち、許可を要しない（適用除外）基準を変更するもの。

２ 変更案、基準変更の必要性

(1) 許可基準案 １面の表示面積が２平方メートル以内で、かつ、高さ３メー

トル以下の固定広告物でものであること。

※現行基準 １面の表示面積が１平方メートル以内で、かつ、高さ３メー

トル以下の固定広告物でものであること。

(2) 基準変更の必要性 施設利用者等に対して、安全上必要な注意書き、トラブル防

止のための免責事項などを示す管理用広告物は、視認性の確保、

記載内容の増加等により、広告物の大きさが大型化している状

況・傾向にあり、これに対応するため。

３ 適用時期 令和８年１０月１日（予定）

表示面積
１㎡以内

表示面積
２㎡以内

現行 変更案


